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2022年 6月 13日 
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2022年 6月 13日 

 

株式移転に係る事前開示書類 

 

東京都品川区西五反田七丁目 20番９号 

株式会社 WOW WORLD 

代表取締役社長 美濃 和男 

 

当社は、2022年 5月 19日付で作成した株式移転計画書（以下、「本株式移転計画書」と

いいます。）に基づき、2022年 10 月３日を効力発生日（予定）として、当社を株式移転完

全子会社、新たに設立する株式会社 WOW WORLD GROUP を株式移転設立完全親会社とする株

式移転（以下、「本株式移転」といいます。）を行うことといたしました。 

本株式移転に関して、会社法第 803条第 1項及び会社法施行規則第 206条に定める開示

事項は下記のとおりです。 

記 

 

１．本株式移転計画の内容の概要 

本株式移転計画書の内容は、別紙のとおりです。 

 

２．株式移転の対価に関する定めの相当性に関する事項 

（１） 交付する株式数の相当性に関する事項 

本株式移転は、当社単独の株式移転によって持株会社（完全親会社）を設立するも

のであり、本株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことか

ら、当社の株主の皆様に不利益を与えないことを第一義として、当社の株主の皆様の

所有する当社の普通株式１株に対して、持株会社の普通株式１株を割当交付すること

といたしました。このため、第三者機関による株式移転比率の算定を行っておりませ

ん。 

株式移転により交付する新株式数は普通株式3,999,084株となる予定です。ただし、

本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会

社が交付する上記株式数は変動いたします。 

 

（２） 資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

持株会社の資本金の額及び準備金の額については、法令の範囲内で定めており、持

株会社の目的、規模及び資本政策等に照らして相当であると判断しております。 

 

３．株式移転に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

本株式移転に際し、当社の新株予約権者に対して、その有する新株予約権に代えて交

付する持株会社の新株予約権の内容は、当社の新株予約権とほぼ同一の内容のものであ

り、交付する数も同一であることから、株式移転に係る新株予約権の定めは相当である

と判断しております。 



 

４．当社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象

の内容 

（株式取得による企業結合） 
当社は、2022 年５月 10 日開催の取締役会において、株式会社スペースシップ（本

社：東京都港区、代表取締役：椎葉 宏、以下「スペースシップ」といいます。）との

間で合弁契約書を締結し、同社が運営するマーケティング事業を会社分割（新設分割）

して設立する新会社の株式を取得することについて決議しました。また、新会社が実

施する第三者割当増資を引き受け、子会社化することについて決議しました。 
 
1. 株式取得の理由 

当社は、メール配信やフォーム作成を軸とした自社開発製品「WEBCAS」シリー

ズの提供を通して、多くの企業のコミュニケーション活動を支援しております。

「WEBCAS」シリーズは発売から 20 年を超え、これまで 7,500 社以上の企業・団

体に導入されてきました。 
昨今、IT 技術が加速度的に発展し、人々が受け取る情報量は爆発的に増加してい

ます。このような環境下で企業が顧客と良好な関係を築くには、「最適な情報を最適

なタイミングで届ける」ことがより重要になると考えております。当社はこのよう

なコミュニケーションを具現化するため、「WEBCAS」の機能拡充やさまざまな外

部ツールとの連携を実現してまいりましたが、今後はデジタルマーケティングの戦

略立案および運用支援ができる体制づくりに一層注力する必要があると認識してお

ります。 
スペースシップは、大手企業をはじめとしたさまざまな業界でデジタルマーケテ

ィングを支援する事業を展開しており、当社は同社との協業体制を構築することに

よりデジタルマーケティングの見込み顧客の獲得から育成、顧客化まで支援するこ

とが可能となるため、今後の事業の発展と株主の利益に資するものと判断し、スペ

ースシップが新設分割する新会社の株式を取得し、同社が実施する第三者割当増資

を引き受け子会社化することで合意に至りました。 
 
2. 異動する子会社の概要（予定） 

(1) 名 称 株式会社ニューストリーム（新設会社） 

(2) 所 在 地 東京都港区西新橋一丁目 18 番６号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 西川 拓社 （注） 

(4) 事 業 内 容 マーケティング事業 

(5) 資 本 金 10 千円（予定） 

(6) 設 立 年 月 日 2022 年７月１日（予定） 

（注）株式譲渡及び第三者割当増資完了後に就任予定。 
 
3. 株式取得の相手先の概要 



(1) 名 称 株式会社スペースシップ（分割会社） 

(2) 所 在 地 東京都港区西新橋一丁目 18 番６号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 椎葉 宏 

(4) 事 業 内 容 マーケティング事業 

(5) 資 本 金 23,000 千円 

(6) 設 立 年 月 日 2011 年 11 月 16 日 

(7) 純 資 産 △34,306 千円（2021 年６月期） 

(8) 総 資 産 56,134 千円（2021 年６月期） 

 
4. 取得株式数及び取得・譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 
異動前の所有株

式 数 

0 株 
（議決権の数：0 個） 
（議決権所有割合：0.00％） 

(2) 取 得 株 式 数 
6,875 株（株式譲渡：3,750 株、第三者割当増資：3,125
株） 
（議決権の数：6,875 個） 

(3) 
異動後の所有株

式 数 

6,875 株 
（議決権の数：6,875） 
（議決権所有割合：52.38％） 

(4) 取 得 価 額 

株式会社の普通株式       27.5 百万円 
（株式譲渡：15 百万円、第三者割当増資：12.5 百万円） 

アドバイザリー費用（概算額）   1.0 百万円 
合計（概算額）         28.5 百万円 

 
5. 日程 

(1) 取締役会決議日 2022 年 5 月 10 日 

(2) 契 約 締 結 日 2022 年 5 月 10 日 

(3) 
株 式 譲 渡 及 び 
第 三 者 割 当 増 
資 実 行 日 

2022 年７月 29 日（予定） 

 
（資本業務提携の締結による株式の取得） 
当社は、株式会社データビークル（以下「データビークル」といいます。）との間で

資本業務提携契約（以下「本資本業務提携」といいます。）を締結し、データビークル

が実施する第三者割当増資を引き受けることといたしました。 
 
1. 資本業務提携の理由 

当社は、メール配信やフォーム作成を軸とした自社開発製品「WEBCAS」シリー

ズの提供を通して、多くの企業のコミュニケーション活動を支援しております。



「WEBCAS」シリーズは発売から 20 年を超え、これまで 7,500 社以上の企業・団

体に導入されてきました。 
昨今、大量データの高速処理が可能な IT インフラを安価に利用できるようにな

り、データ処理技術に加え、統計学や機械学習、AI を駆使して様々な角度からデー

タ分析が行えるデータサイエンティストと呼ばれる人材に注目が集まっています。

デジタルマーケティング領域でも顧客一人一人にフィットしたパーソナライズメー

ルの配信や、マーケティング予算配分の最適化等、既存業務の改善と新しい戦略立

案への活用が期待されています。その一方で、そのような高度な技術者を育成する

には時間と資金が必要であり、データ分析の経験が十分でなくとも利用できるデー

タ分析ツールやデータサイエンティスト育成に注目が集まっています。 
データビークルは、2014 年 11 月にデータ分析ツール専門会社として設立され、

「データサイエンスの民主化」をキーワードに統計学やプログラムの知識なしで活

用できるデータ分析ツール「Data Diver」、「Data Ferry」や DX 人材研修サービス

等を開発・販売しています。 
当社「WEBCAS」の利用企業に対して同社のツールを提供する事により、データ

活用が促進されメール配信等の業務効率の改善が期待できます。さらに、当社とデ

ータビークルが得意領域を補完することにより、統合的なデジタル・マーケティン

グツールの共同開発が可能になり、当社はデータビークルと資本業務提携を行うこ

とが、今後の事業の発展と株主の利益に資するものと判断し、本資本業務提携を締

結することで合意に至りました。 
 
2. 本資本業務提携の内容等 

(1)資本提携の内容 
当社は、データビークルが新たに発行する優先株式を第三者割当により引き受けま

す。同社が 2022 年５月 12 日に新たに発行する優先株式 143 株を総額 100 百万円

により引き受けることにいたしました。 
(2)業務提携の内容 
当社とデータビークルは、以下について業務提携を実施していく予定です。 
①WEBCAS 利用顧客 1 社あたりの収益向上 
当社「WEBCAS」シリーズの利用企業に対して、データビークルの分析ツール、DX
人材研修サービス、および受託分析サービスを販売することにより事業拡大を目指

します。 
②統合的なデジタル・マーケティングツールの共同開発 
当社「WEBCAS」シリーズにデータビークルのデータ分析ツールを組み込み販売す

ることにより事業拡大を目指します。さらにグループ会社のコネクティ CDP を基

盤とした統合的なデジタル・マーケティングツールの共同開発を目指します。 
 
3. 本資本業務提携の相手先の概要 

(1) 名称 株式会社データビークル 
(2) 所在地 東京都港区東新橋二丁目 9 番 1 号 



(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 油野 達也 

(4) 事業内容 
データ分析サービスの開発・提供、DX 人材研修サ

ービス及びデータ分析コンサルティングサービス

の提供 
(5) 資本金 342,150 千円（2022 年 3 月 31 日現在） 
(6) 設立年月日 2014 年 11 月 11 日 

 
4. 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

(1) 引受前の 
所有株式数 

0 株 
（議決権の数 0 個） 
（議決権所有割合 0.0％） 

(2) 取得株式数 143 株 

(3) 取得価額 データビークルの優先株式 100,100,000 円 

(4) 引受後の 
所有株式数 

143 株 
（議決権の数 143 個） 
（議決権所有割合 9.13％） 

 
5. 日程 

(1) 契約締結日 2022 年 5 月 10 日 

(2) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 

 
  



別紙 

株式移転計画書（写） 

 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ（以下「甲」という。）は、株式移転の方法により、新

たに設立する株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ（以下「乙」という。）を完全

親会社とする株式移転（以下「本株式移転」という。）を行うことに関し、以下のとお

り株式移転計画（以下「本株式移転計画」という。）を定める。 

 

第１条 （目的）                       

本株式移転計画の定めるところに従い、甲は株式移転の方法により新たに設立する乙

の成立の日（第８条に定義する。）において、本株式移転を行う。 

 

第２条 （乙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）           

１ 乙の目的は、別紙１「株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 定款」第２条に記

載のとおりとする。 

２ 乙の商号は、「株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ」とし、英文では「ＷＯＷ 

ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ Ｉｎｃ．」とする。 

３ 乙の本店の所在地は、東京都品川区とし、本店の所在場所は、東京都品川区西五反田

七丁目 20番 9号 KDX 西五反田ビル 4階とする。 

４ 乙の発行可能株式総数は、15,995,000株とする。 

 

第３条 （乙の定款で定める事項）                  

前条に掲げるもののほか、乙の定款で定める事項は、別紙１「株式会社ＷＯＷ ＷＯ

ＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 定款」のとおりとする。 

 

第４条 （乙の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称） 

１ 乙の設立時取締役（監査等委員である者を除く。）は、以下のとおりとする。 

(1) 取締役 美濃 和男 

(2) 取締役 服部 恭之 

(3) 社外取締役 宮田 一雄 

(4) 社外取締役 弘子 ラザヴィ 

２ 乙の設立時監査等委員である取締役は、以下のとおりとする。 

(1) 取締役 長山 裕一 

(2) 社外取締役 川名 愛美 

(3) 社外取締役 山口 里美 

(4) 社外取締役 福島 かなえ 

３ 乙の設立時会計監査人の名称は、以下のとおりとする。 

有限責任 あずさ監査法人 

 

第５条 （本株式移転に際して交付する株式及びその割当て） 



１ 乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下

「基準時」という。）における甲の株主（以下「本割当対象株主」という。）に対し、

その所有する甲の普通株式に代わり、甲が基準時において発行している普通株式の総

数と同数の乙の普通株式を交付する。 

２ 乙は、本株式移転に際して、本割当対象株主に対し、その所有する甲の普通株式 1株

につき、乙の普通株式 1株の割合をもって割り当てる。 

 

第６条 （乙の資本金及び準備金の額）                  

乙の成立の日における資本金及び準備金の額は以下のとおりとする。 

(1) 資本金 322,420,326 円 

(2) 資本準備金 697,350 円 

(3) 利益準備金 0円 

 

第７条 （本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

１ 乙は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の第１欄の①から②までに掲げ

る甲が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの所有する甲の各

新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第２欄の①か

ら②までに掲げる乙の新株予約権をそれぞれ交付する。 

 第１欄 第２欄 

 名称 内容 名称 内容 

①  第 7回新株予約権 別紙２ 第１回新株予約権 別紙３ 

②  第８回新株予約権 別紙４ 第２回新株予約権 別紙５ 

２ 乙は、本株式移転に際して、基準時における甲の新株予約権者に対し、その所有する

前項の表の第１欄の①から②までに掲げる新株予約権 1個につき、それぞれ第２欄の

①から②までに掲げる新株予約権 1個を割り当てる。 

 

第８条 （乙の成立の日） 

乙の設立の登記をすべき日（以下「乙の成立の日」）は、2022 年 10月 3日とする。た

だし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲の取締役

会の決議によりこれを変更することができる。 

 

第９条 （本株式移転計画承認株主総会） 

甲は、2022 年 6月 28 日を開催日として定時株主総会を招集し、本株式移転計画の承

認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。ただし、本株式移転

の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲は当該株主総会の開催日を

変更することができる。 

 

第１０条 （株式上場） 

乙は、乙の成立の日において、その発行する普通株式の東京証券取引所への上場を予

定する。 



 

第１１条 （株主名簿管理人） 

乙の設立時における株主名簿管理人は、三菱 UFJ信託銀行株式会社とする。 

 

第１２条 （事情変更） 

本株式移転計画の作成後、乙の成立の日に至るまでの間において、天災地変その他の

事由により甲の財産又は経営状態に重要な変更が生じた場合、本株式移転の実行に重大

な支障となる事態が生じた場合その他本株式移転計画の目的の達成が困難となった場合

は、甲は甲の取締役会の決議により、本株式移転に関する事項を変更し、又は本株式移

転を中止することができる。 

 

第１３条 （本株式移転計画の効力） 

本株式移転計画は、甲の株主総会において本株式移転計画の承認が得られなかった場

合、乙の普通株式の東京証券取引所への上場について東京証券取引所の承認が得られな

かった場合、及び法令に定める関係官庁の承認等が得られなかった場合は、その効力を

失う。 

 

第１４条 （規定外事項） 

本株式移転計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本

株式移転の趣旨に従い、これを決定する。 

 

2022年 5月 19日 

東京都品川区西五反田七丁目 20番 9号 

KDX西五反田ビル 4階 

株式会社 WOW WORLD 

代表取締役社長 美濃 和男 

 

  



別紙１ 

 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 定款 

 

2022年 10月 3日 

 

第１章 総則 

 

（商  号） 

第１条 当会社は、株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰと称し、英文では、ＷＯＷ 

ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ Ｉｎｃ．と表示する。 

 

（目  的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社 （外国会社を含む。）、

組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株

式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理し、その経

営の支援・指導を行うことを目的とする。 

    １．コンピュータのソフトウェアの企画開発、設計制作、保守管理、販売、賃貸お

よび輸出入事業 

    ２．コンピュータのハードウェアの企画開発、設計、保守管理、販売、賃貸および

輸出入事業 

３．デジタルコンテンツ（コンピュータで制作可能な画像、動画、音声、楽曲等の

データ）の企画開発、設計制作、販売、賃貸および輸出入事業 

４．通信ネットワークを利用した情報提供および通信提供サービス 

５．前各号に関連する技術のコンサルティング、調査、研究事業 

６．メールマーケティング事業 

７．テレマーケティング事業 

８．ＷＥＢマーケティング事業 

９．コンピュータソフトウェアの販売代理およびその仲介事業 

10．人材派遣事業 

11. 人材育成のための研修サービス事業 

12．広告代理店業 

13．通信販売業 

14．衣料品販売業 

15．前各号の事業への投資および融資 

16. 前各号に付帯または関連する一切の事業 

 

(機関) 

第３条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 



(１)  取締役会 

(２)  監査等委員会 

(３)  会計監査人 

 

（本店の所在地） 

第４条 当会社は、本店を東京都品川区に置く。 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して

行う。 

 

第２章 株式 

 

(発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、15,995,000株とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

（単元未満株式についての権利） 

第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を

行使することができない。 

 ① 会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利 

 ② 会社法第 166 条第１項の規定による請求をする権利 

 ③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を

受ける権利 

 

（基準日） 

第９条 当会社は、毎年３月 31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使するこ

とができる株主とする。 

２ 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨

時に基準日を定めることができる。 

 

(株主名簿管理人) 

第 10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これ

を公告する。 

    ３ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿



および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第 11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式および新株予約権に関する取扱いおよび

手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。 

 

第３章 株主総会 

 

（招集） 

第 12条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある

ときに随時これを招集する。 

 

（招集権者および議長） 

第 13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

 

(電子提供措置等) 

第 14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、

電子提供措置をとるものとする。 

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一

部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面

に記載しないことができる。 

 

(決議の方法) 

第 15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第 309 条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって

行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第 16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行

使することができる。 

２ 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなけ

ればならない。 

 

（議事録） 

第 17条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める



事項については、これを議事録に記載または記録する。 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

（員数） 

第 18条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内とする。 

２  当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 

 

(選任方法) 

第 19条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、株主総会の

決議によって選任する。 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

（任期） 

第 20条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 

２  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 

３ 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等

委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する

時までとする。 

４ 会社法第 329 条第３項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任

決議が効力を有する期間は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会開始の時までとする。 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第 21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各１名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議

長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第 23条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊



急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

２ 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催するこ

とができる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第 24条  取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席し

た取締役の過半数をもって行う。 

 

(取締役会の決議の省略) 

第 25条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも

のとみなす。 

 

（取締役への委任） 

第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第６項の規定により、取締役会の決議によって

重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部

を取締役に委任することができる。 

 

（取締役会の議事録） 

第 27条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める

事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記

名押印または電子署名する。 

 

（取締役会規則） 

第 28条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取

締役会規則による。 

 

（報酬等） 

第 29条 取締役の報酬、賞与その他の職務の執行の対価として当会社から受ける財産上の

利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の

決議によって定める。 

 

(取締役の責任免除) 

第 30条 当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役

(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の

決議によって免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約

を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第

427条第１項の最低責任限度額とする。 

 



第５章 監査等委員会 

 

(監査等委員会の招集通知) 

第 31条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 

２  監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を

開催することができる。 

 

（監査等委員会の決議方法） 

第 32条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。 

 

（監査等委員会の議事録） 

第 33条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に

定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員

がこれに記名押印または電子署名する。 

 

（監査等委員会規則） 

第 34条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において

定める監査等委員会規則による。 

 

 

第６章 会計監査人 

 

（選任方法） 

第 35条 会計監査人は、株主総会の決議により選任する。 

 

（任期） 

第 36条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結のときまでとする。 

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、

当該定時株主総会において再任されたものとする。 

 

第７章 計算 

 

（事業年度） 

第 37条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当等の決定機関） 

第 38 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第１項各号に定める事項については、



法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができ

る。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 39条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31日とする。 

  ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月 30日とする。 

  ３ 前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第 40条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領

されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 

 

附則 

 

（最初の事業年度） 

第１条 第 37 条にかかわらず当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から 2023 年

3月 31 日までとする。 

 

（最初の事業年度の取締役の報酬） 

第２条 第 29条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の

時までの期間の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 

(１)  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等 

報酬等（（３）の報酬を除く。）の総額は、年額 150,000 千円以内（ただし、

使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とする。 

（２）監査等委員である取締役の報酬等 

報酬等の総額は、年額 60,000千円以内とする。 

（３）譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬 

（１）の報酬とは別枠で、特定譲渡制限付株式（所得税法施行令第 84条第

１項および法人税法第 54 条第１項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。）

を取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）

に対して付与するための報酬を支給する。支給する報酬の総額は、年額

30,000 千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）

とする。 

対象取締役は、取締役会決議に基づき特定譲渡制限付株式として発行又は

処分される普通株式について、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として

当会社に給付し、当該普通株式を引き受けるものとし、これにより交付さ

れる株式の総数は年 30,000 株以内（ただし、当会社普通株式の株式分割

（当会社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合が行われた場合に

は、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものとする。）とし、その発行

又は処分される普通株式の１株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集

事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所に



おける当会社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、そ

れに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利な金

額とならない範囲にて、取締役会において決定される。また、これによる

普通株式の発行又は処分に当たっては、当会社と対象取締役との間で、概

要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下、「本割当契約」とい

う。）を締結するものとする。 

 

①譲渡制限期間 

対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当会社株式（以下、「本

割当株式」という。）の払込期日から当会社の取締役その他当会社の取

締役会で定める地位を退任又は退職等する日までの期間（以下、「本譲

渡制限期間」という。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生

前贈与その他の処分をしてはならない（以下、「本譲渡制限」という。）。 

②譲渡制限の解除条件 

対象取締役が本割当株式の払込期日から最初に到来する当会社の定時

株主総会終結の時までの期間、継続して、当会社の取締役その他当会社

の取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部

について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、対象取締役が、本譲渡制限期間中に、正当な理由により退任又

は退職等した場合又は死亡により退任又は退職等した場合、譲渡制限を

解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じ

て合理的に調整するものとする。 

③無償取得事由 

対象取締役が、本割当株式の払込期日から最初に到来する当会社の定時

株主総会終結の時までに、正当な理由によらず退任又は退職等した場合

には、当会社は本割当株式を当然に無償で取得する。また、上記②で定

める譲渡制限解除時点において、本譲渡制限が解除されていない本割当

株式がある場合には、当会社はこれを当然に無償で取得する。 

④組織再編等における取扱い 

上記①の定めにかかわらず、当会社は、本譲渡制限期間中に、当会社が

消滅会社となる合併契約、当会社が完全子会社となる株式交換契約又は

株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当会社の株主総会（た

だし、当該組織再編等に関して当会社の株主総会による承認を要さない

場合においては当会社の取締役会）で承認された場合には、当会社の取

締役会の決議により、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制

限を解除する期間を、必要に応じて合理的に調整する。その場合、譲渡

制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本

割当株式がある場合には、当会社はこれを当然に無償で取得する。 

⑤その他の事項 

本割当契約に関するその他の事項は、当会社の取締役会において定める。



なお、（３）の制度により対象取締役に割当てられた株式は、本譲渡制

限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることがで

きないよう、本譲渡制限期間中は、当会社が定める証券会社に対象取締

役が開設する専用口座で管理される予定である。 

 

（設立時の代表取締役） 

第３条 当会社の設立時代表取締役は、次のとおりとする。 

     設立時代表取締役 美濃和男 

 

（附則の削除） 

第４条 本附則は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をもって削除されるものとする。 

  



別紙２ 

 

株式会社 WOW WORLD第 7回新株予約権 

 

1. 本新株予約権の名称 

株式会社 WOW WORLD第 7回新株予約権 

2. 本新株予約権の総数 

8,000個 

3. 本新株予約権の払込金額 

本新株予約権 1個当たり金 1,485 円（本新株予約権の払込総額金 11,880,000 円） 

4. 申込期日 

2020年 6月 4日 

5. 本新株予約権の払込期日及び本新株予約権の割当日 

2020年 6月 4日 

6. 募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を J-GIA 1 号投資事業有限責任組合

に割り当てる。 

7. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 800,000株（本新株

予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株）

とする。但し、本項第(2)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権

の目的である株式の総数は調整後の割当株式数（以下「調整後割当株式数」といい、

本項第(2)号に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。）に応じ

て調整される。  

(2) 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(イ) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）

を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる

1株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(ロ) 当社が第 9 項第(1)号又は第(4)号の規定に従って行使価額（以下に定義される｡）

の調整を行う場合（但し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数

は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨て

る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 9項に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝  
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(ハ) 本号に基づく調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約

権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り

捨てるものとする。 



(ニ) 本号に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係

る第 9 項第(1)号(ロ)及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とする。 

(ホ) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日ま

でに、本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる

調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開

始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 9項第(1)号(ロ)④に定める場合

その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始

日以降速やかにこれを行う。 

8. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株

式 1株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という｡）は、当初 1,305円とする。但

し、行使価額は第 9項に定める調整を受ける。 

9. 行使価額の調整 

(1) 時価下発行による行使価額の調整 

(イ) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式

（以下「時価下発行による行使価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

    既 発 行 
普 通 株
式 数 ＋ 

交 付 普 通 
株 式 数 

 × 1 株 当 た り の 
払 込 金 額 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

 1株当たりの時価 

 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

(ロ) 時価下発行による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場

合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 時価（以下に定義される。）を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株

式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合

（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則第 8 条第 8 項に定める関係会社をいう。以下同じ。）の役職員に対して譲渡

制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社

の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株

式の「交付」という。）する場合（但し、かかる当社普通株式の交付に際して基準

とする当社普通株式の合理的な株価を下回らずに当社普通株式を交付する場合に

限る。）、下記②の場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交

付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、

株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集に

おいて株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主

を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 



② 普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定

めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適

用する。 

③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券又は権利を発行する場合（当社又はその関係会社の役職員に対してス

トックオプションとして付与される新株予約権を発行する場合を除く。） 

調整後行使価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利（以下

「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌

日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当

該権利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効力

発生日）の翌日以降これを適用する。 

④ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準

日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、

上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降

これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日

までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

交 付 

普 通 

株式数 

＝  
（調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期間

内に交付された普通株式数 

調整後行使価額 

 

(2) 本配当による行使価額の調整 

(イ) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める本配当を実施する場合には、次

に定める算式（以下「本配当による行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。 

 

 

 

(ロ) 「本配当額」とは、2020年 6月 4日以降の日を基準日として行われる当社普通株式

1株当たりの剰余金の配当（以下「本配当」という。）の額（会社法第 455条第 2項

及び第 456 条の規定により支払う金銭を含む。現物配当の場合は当該現物の簿価を

配当額とする。）をいう。なお、本新株予約権発行後に、株式分割等により当社の発

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 －  本配当額 



行済株式数が変更された場合には、合理的に調整する。 

(ハ) 本配当による行使価額の調整は、当該調整の対象となる剰余金の配当について、会

社法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌

月 1日以降これを適用する。 

(3) 時価下発行による行使価額調整式及び本配当による行使価額調整式（以下「行使価額

調整式」と総称する。）の取扱いは以下に定めるところによる。 

(イ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を

切り捨てる。 

(ロ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(1)

号(ロ)④の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とす

る。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を切り捨て

る。 

(ハ) 時価下発行による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株

主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の 1か月前の日

における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式

の数を控除した数とする。また、当社普通株式の株式分割に伴う調整の場合には、時

価下発行による行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社

の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(ニ) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1円

未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額

の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するも

のとする。 

(4) 本項第(1)号又は第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

(イ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必

要とするとき。 

(ロ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ

り行使価額の調整を必要とするとき。 

(ハ) 行使価額を調整すべき事由が 2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。 

(5) 本号第(1)号乃至第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日

その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

10. 本新株予約権を行使することができる期間 



本新株予約権者は、2020年 6月 4日から 2026 年 6月 3日（但し、当該期間の最終日

が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間（以下「行使期間」という。）、

いつでも、本新株予約権を行使することができる。行使期間を経過した後は、本新株

予約権は行使できないものとする。 

11. 本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権者は、2020 年 6月 4日から 2021年 6月 3日（但し、当該期間の最終日

が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間、組織再編行為（以下に定

義される。）若しくは支配権変動事由（以下に定義される。）が発生し若しくは当社

の意思決定機関（複数の機関により決定・承認を行う必要がある場合は、その開催が

早い方）により決定・承認された場合、又は当社以外の者により公開買付け（以下に

定義される。）が行われた場合に限り、本新株予約権を行使することができる。 

「組織再編行為」とは、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社

となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式

交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転をいう。 

「支配権変動事由」とは、特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第 27

条の 23 第 1項に規定する株券等をいう。）の保有者（同法第 27条の 23第 3項に基

づき保有者に含まれる者を含む。）及びその共同保有者（同法第 27条の 23第 5項に

規定する共同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）

の株券等保有割合（同法第 27条の 23第 4項に規定する株券等保有割合をいう。）が 

50％超となった場合をいう。 

「公開買付け」とは、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けをいう。 

(2) 本新株予約権者は、行使期間中、30 連続取引日のうちいずれかの 20 取引日におい

て、当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある行使価

額の 120％を超えた場合には、2021 年 6月 4日から 2026 年 6月 3日（但し、当該日

が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間において、いつでも本新株

予約権を行使することができる。なお、本号において「取引日」とは、東京証券取引

所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。 

(3) 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、2021 年 6月 4日から 2026年 6月 3日

（但し、当該期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間、

組織再編行為若しくは支配権変動事由が発生し若しくは当社の意思決定機関（複数

の機関により決定・承認を行う必要がある場合は、その開催が早い方）により決定・

承認された場合、又は当社以外の者により公開買付けが行われた場合には、本新株予

約権を行使することができる。 

(4) 各本新株予約権に付された各本新株予約権のうちの一部のみを行使することはでき

ないものとする。 

12. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第 17 条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額と

し、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 



(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

上記第(1)号記載の資本金等増加限度額から上記第(1)号に定める増加する資本金の

額を減じた額とする。 

13. 本新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合には、行使期間中に第 19項に定める行使請求受付場所

に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続に加えて、本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を第 18項に定める本新株予約権の

行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求に要する手続を行った者は、その後これを撤回することが

できない。 

14. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

本新株予約権の行使請求の効力は、第 19項記載の行使請求受付場所に対する行使請

求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額が前項第(2)号に定める口座に入金された日に発生する。 

15. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して、当社の

株価、ボラティリティ、当社株式の流動性等について一定の前提を置いて第三者算定

機関が評価した結果を参考に、本新株予約権 1個の払込金額を金 1,485 円とした。さ

らに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 8 項に記載のとおり

とし、行使価額は当初、2020 年 5月 13日の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の 100％相当額とした。 

16. 本新株予約権証券の発行及び株券の発行 

(1) 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

(2) 当社は、行使の効力発生後、当該行使に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約

権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式

の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

17. 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において

残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸

収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会

社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権者に新

たに新株予約権を交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編当事会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者が保有する本新

株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 



(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 株未満の端数は切

り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 円未満の端数は切

り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使条件、当該新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場

合の新株予約権の交付 

第 10項乃至第 12項及び第 17項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

18. 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 品川支店 

19. 本新株予約権の行使請求受付場所 

株式会社 WOW WORLD 経営管理部 

20．本新株予約権の譲渡 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとす

る。但し、本新株予約権の一部又は全部を信託財産とする信託が設定された場合にお

ける、本新株予約権者から受託者に対する、本新株予約権者を受益者とする信託譲渡

については、当社取締役会の承認があったものとみなす。 

21. 準拠法 

日本法 

22. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等により、本新株予約権の要項の規定中読替えその他の

措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講ずる。 

(2) 上記の他、本新株予約権発行に関して必要な事項の決定は当社代表取締役社長に一

任する。 

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件と

する。 

  



別紙３ 

 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ第 1回新株予約権 

 

1. 本新株予約権の名称 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ（以下「当社」という。）第１回新株予約

権 

2. 本新株予約権の総数 

8,000個 

3. 本新株予約権の払込金額 

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。 

4. 本新株予約権を交付する日 

2022年 10月 3日 

5. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 800,000株（本新株

予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株）

とする。但し、本項第(2)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権

の目的である株式の総数は調整後の割当株式数（以下「調整後割当株式数」といい、

本項第(2)号に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。）に応じ

て調整される。  

(2) 本新株予約権の目的である株式の数の調整 

(イ) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）

を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる

1株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(ロ) 当社が第 7 項第(1)号又は第(4)号の規定に従って行使価額（以下に定義される｡）

の調整を行う場合（但し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数

は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨て

る。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 7項に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝  
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(ハ) 本号に基づく調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約

権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り

捨てるものとする。 

(ニ) 本号に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係

る第 7 項第(1)号(ロ)及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とする。 

(ホ) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日ま



でに、本新株予約権を有する者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる

調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開

始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 7項第(1)号(ロ)④に定める場合

その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始

日以降速やかにこれを行う。 

6. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株

式 1株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という｡）は、当初 1,250 円とする。但

し、行使価額は第 7項に定める調整を受ける。 

7. 行使価額の調整 

(1) 時価下発行による行使価額の調整 

(イ) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式

（以下「時価下発行による行使価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

    既 発 行 
普 通 株
式 数 ＋ 

交 付 普 通 
株 式 数 

 × 1 株 当 た り の 
払 込 金 額 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

 1株当たりの時価 

 既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

 

(ロ) 時価下発行による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場

合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 時価（以下に定義される。）を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株

式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合

（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則第 8 条第 8 項に定める関係会社をいう。以下同じ。）の役職員に対して譲渡

制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社

の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株

式の「交付」という。）する場合（但し、かかる当社普通株式の交付に際して基準

とする当社普通株式の合理的な株価を下回らずに当社普通株式を交付する場合に

限る。）、下記②の場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交

付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、

株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集に

おいて株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主

を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 

② 普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合 

調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定

めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適

用する。 



③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）そ

の他の証券又は権利を発行する場合（当社又はその関係会社の役職員に対してス

トックオプションとして付与される新株予約権を発行する場合を除く。） 

調整後行使価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利（以下

「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌

日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当

該権利を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効力

発生日）の翌日以降これを適用する。 

④ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準

日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、

上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降

これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日

までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法

により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれ

を切り捨て、現金による調整は行わない。 

 

交 付 

普 通 

株式数 

＝  
（調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期間

内に交付された普通株式数 

調整後行使価額 

 

(2) 本配当による行使価額の調整 

(イ) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める本配当を実施する場合には、次

に定める算式（以下「本配当による行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。 

 

 

 

(ロ) 「本配当額」とは、2022年 10月 3日以降の日を基準日として行われる当社普通株

式 1株当たりの剰余金の配当（以下「本配当」という。）の額（会社法第 455条第 2

項及び第 456 条の規定により支払う金銭を含む。現物配当の場合は当該現物の簿価

を配当額とする。）をいう。なお、本新株予約権発行後に、株式分割等により当社の

発行済株式数が変更された場合には、合理的に調整する。 

(ハ) 本配当による行使価額の調整は、当該調整の対象となる剰余金の配当について、会

社法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌

月 1日以降これを適用する。 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 －  本配当額 



(3) 時価下発行による行使価額調整式及び本配当による行使価額調整式（以下「行使価額

調整式」と総称する。）の取扱いは以下に定めるところによる。 

(イ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を

切り捨てる。 

(ロ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(1)

号(ロ)④の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とす

る。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2位を切り捨て

る。 

(ハ) 時価下発行による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株

主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の 1か月前の日

における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式

の数を控除した数とする。また、当社普通株式の株式分割に伴う調整の場合には、時

価下発行による行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社

の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(ニ) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が 1円

未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額

の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するも

のとする。 

(4) 本項第(1)号又は第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

(イ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調整を必

要とするとき。 

(ロ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生によ

り行使価額の調整を必要とするとき。 

(ハ) 行使価額を調整すべき事由が 2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。 

(5) 本号第(1)号乃至第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日

その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

8. 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権者は、2022 年 10 月 3 日から 2026 年 6 月 3 日（但し、当該期間の最終

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間（以下「行使期間」とい

う。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。行使期間を経過した後は、

本新株予約権は行使できないものとする。 



9. 本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権者は、行使期間中、30 連続取引日のうちいずれかの 20 取引日におい

て、当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある行使価

額の 120％を超えた場合には、2022 年 10 月 3 日から 2026 年 6 月 3 日（但し、当該

日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間において、いつでも本新

株予約権を行使することができる。なお、本号において「取引日」とは、東京証券取

引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。 

(2) 前号の規定にかかわらず、本新株予約権者は、2022 年 10 月 3 日から 2026 年 6 月 3

日（但し、当該期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの

間、組織再編行為（以下に定義される。）若しくは支配権変動事由（以下に定義され

る。）が発生し若しくは当社の意思決定機関（複数の機関により決定・承認を行う必

要がある場合は、その開催が早い方）により決定・承認された場合、又は当社以外の

者により公開買付け（以下に定義される。）が行われた場合には、本新株予約権を行

使することができる。 

「組織再編行為」とは、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社

となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式

交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転をいう。 

「支配権変動事由」とは、特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第 27

条の 23 第 1項に規定する株券等をいう。）の保有者（同法第 27条の 23第 3項に基

づき保有者に含まれる者を含む。）及びその共同保有者（同法第 27条の 23第 5項に

規定する共同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）

の株券等保有割合（同法第 27条の 23第 4項に規定する株券等保有割合をいう。）が 

50％超となった場合をいう。 

「公開買付け」とは、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けをいう。(3) 各

本新株予約権に付された各本新株予約権のうちの一部のみを行使することはできな

いものとする。 

10. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第 17 条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1の金額と

し、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

上記第(1)号記載の資本金等増加限度額から上記第(1)号に定める増加する資本金の

額を減じた額とする。 

11. 本新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合には、行使期間中に第 17項に定める行使請求受付場所

に行使請求の通知が行われることにより行われる。 

(2) 本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続に加えて、本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を第 16項に定める本新株予約権の

行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。 



(3) 本新株予約権の行使請求に要する手続を行った者は、その後これを撤回することが

できない。 

12. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期 

本新株予約権の行使請求の効力は、第 17項記載の行使請求受付場所に対する行使請

求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額が前項第(2)号に定める口座に入金された日に発生する。 

13. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 6 項に記載のとおりとし、

行使価額は当初、株式会社 WOW WORLD 第 7 回新株予約権における調整後行使価額と

同額とした。 

14. 本新株予約権証券の発行及び株券の発行 

(1) 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

(2) 当社は、行使の効力発生後、当該行使に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約

権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式

の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

15. 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において

残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸

収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会

社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権者に新

たに新株予約権を交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編当事会社の

新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割

計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 新たに交付される新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者が保有する本新

株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類 

再編当事会社の同種の株式 

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 株未満の端数は切

り上げる。 

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 円未満の端数は切

り上げる。 

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使条件、当該新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場

合の新株予約権の交付 

第 8項乃至第 10項及び第 15項に準じて、組織再編行為に際して決定する。 

16. 本新株予約権の払込金額の払込み及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

株式会社みずほ銀行 品川支店 



17. 本新株予約権の行使請求受付場所 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 経営管理部 

18．本新株予約権の譲渡 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとす

る。但し、本新株予約権の一部又は全部を信託財産とする信託が設定された場合にお

ける、本新株予約権者から受託者に対する、本新株予約権者を受益者とする信託譲渡

については、当社取締役会の承認があったものとみなす。 

19. 準拠法 

日本法 

20. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等により、本新株予約権の要項の規定中読替えその他の

措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講ずる。 

(2) 上記の他、本新株予約権発行に関して必要な事項の決定は当社代表取締役社長に一

任する。 

  



別紙４ 

 

株式会社 WOW WORLD第 8回新株予約権 

 

１．新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。） 3名   850個 

当社従業員           99名 1,015個 

当社子会社取締役     4名   135個 

計       2,000個 

上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる

新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する

新株予約権の総数とする。 

 

２．新株予約権を割り当てる日 

2020年 7月 17日 

 

３．新株予約権を行使することができる期間 

2022年 7月 1日から 2030 年 6月 30日までとする。 

 

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権 1個当たりの

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は 100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併

合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1株未

満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合

の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式

無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用

する。 

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当

社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合

には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新

株予約権者」という。）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知

又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。 

 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額     

1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使

により交付を受けることができる株式 1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式

の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額（1 円未満の端数は切り上げる。）と

する。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式

の普通取引の終値（取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該終値を行使価額とする。 

ただし、以下ⅰ、ⅱ、又はⅲの各事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額

の調整を行うことができるものとし、各算式により調整された行使価額に新株予約権 1



個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未

満の端数を切り上げる。 

 

 

ⅰ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
1  

分割･併合の比率  

 

ⅱ 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分（株式の無償割当

てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権

付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換に

よる場合を除く。）を行う場合 

 

 

 

 

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当

社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、

募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前

行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終

取引価格とする。 

 

ⅲ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社と

なる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

行使価額の調整を行う。 

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第 17 条第 1項に従い計算される資本金等増加限度額に 0.5を乗じた金

額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと

する。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減

じた額とする。 

 

７．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．新株予約権の取得条項 

(1) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場

合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締

役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社

調整後行使価額＝調整前行使価額× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1 株当たり払込金額 

募集株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当

社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ

てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(2) 新株予約権者が、下記 11．(1) に定める新株予約権の行使の条件を満たさず新株

予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者を承継した者が死亡し

た場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに

関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それ

ぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」と

いう。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の

効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効

力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力

発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げ

る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において

定めることを条件とする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの

とする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 4．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

ⅰ 交付される 1 個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再

編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対

象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

ⅱ 再編後払込金額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 5．で定められる行

使価額を調整して得られる額とする。  

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記 3．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 3．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備金に関する事項 

上記 6．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記 8．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11．に準じて決定する。 

 

10．新株予約権を行使した際に生ずる 1株に満たない端数の取決め 



新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員

のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任及

び定年退職の場合並びにその他正当な理由の存すると取締役会が認めた場合はこ

の限りでない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただ

し、新株予約権者が権利行使期間開始後に死亡した場合に限り、その権利承継者が

これを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場

合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の

条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12．新株予約権の払込金額 

新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

13．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

(1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求

書」に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記 14．に定める行使請求受

付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金

にて下記 15．に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時

までに振り込むものとする。 

 

14．新株予約権の行使請求受付場所 

当社経営管理部（なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、

当該業務を担当することとなる部署とする。） 

 

15．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行品川支店（なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承

場所とする。） 

 

16．新株予約権の行使の効力発生時期等 

新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第 282 条の規定に従い当社新株予約

権の目的である株式の株主となる。 

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業

者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行う。 

 

17．本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本新株予約権の要項（以下、「本要項」

という。）の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定及び本

要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法に

より、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

18．発行要項の公示 

当社は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧

に供するものとする。 

 

19．新株予約証券を発行する場合の取扱い 



新株予約権証券は発行しない。 

 

20．その他 

本新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

  



別紙５ 

 

株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ第 2回新株予約権 

 

１．新株予約権の総数 

2,000個 

 

２．新株予約権を交付する日 

2022年 10月 3日 

 

３．新株予約権を行使することができる期間 

2022年 10月 3日から 2030年 6月 30日までとする。 

 

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は、株式会社ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ

（以下、「当社」という。）普通株式とし、新株予約権 1個当たりの目的である株式の数

（以下、「付与株式数」という。）は 100株とする。 

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併

合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1株未

満の端数は、これを切り捨てる。 

 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合

の比率 

 

調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式

無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用

する。 

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当

社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合

には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日まで

に、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新

株予約権者」という。）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知

又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。 

 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額     

1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使

により交付を受けることができる株式 1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は 1,436 円とする。 

ただし、以下ⅰ、ⅱ、又はⅲの各事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額

の調整を行うことができるものとし、各算式により調整された行使価額に新株予約権 1

個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未

満の端数を切り上げる。 

 

ⅰ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
1  

分割･併合の比率  

 

ⅱ 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分（株式の無償割当

てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権

付社債も含む。）の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換に



よる場合を除く。）を行う場合 

 

 

 

 

 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当

社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、

募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。 

また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前

行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終

取引価格とする。 

 

ⅲ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社と

なる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める

行使価額の調整を行う。 

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第 17 条第 1項に従い計算される資本金等増加限度額に 0.5を乗じた金

額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと

する。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減

じた額とする。 

 

７．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

 

８．新株予約権の取得条項 

(1) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場

合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締

役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。 

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案 

ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案 

ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社

の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当

社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ

てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

(2) 新株予約権者が、下記 11．(1) に定める新株予約権の行使の条件を満たさず新株

予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者を承継した者が死亡し

た場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。 

 

９．合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに

関する事項 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それ

調整後行使価額＝調整前行使価額× 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1 株当たり払込金額 

募集株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



ぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」と

いう。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の

効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効

力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力

発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げ

る株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、

新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において

定めることを条件とする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの

とする。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 4．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

ⅰ 交付される 1 個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再

編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対

象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

ⅱ 再編後払込金額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 5．で定められる行

使価額を調整して得られる額とする。  

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上記 3．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 3．に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準

備金に関する事項 

上記 6．に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による

承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項 

上記 8．に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

下記 11．に準じて決定する。 

 

10．新株予約権を行使した際に生ずる 1株に満たない端数の取決め 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数があ

る場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

11．その他の新株予約権の行使の条件 

(1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員

のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任及

び定年退職の場合並びにその他正当な理由の存すると取締役会が認めた場合はこ

の限りでない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただ

し、新株予約権者が権利行使期間開始後に死亡した場合に限り、その権利承継者が

これを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場

合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の



条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 

 

12．新株予約権の払込金額 

新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

13．新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

(1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求

書」に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記 14．に定める行使請求受

付場所に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金

にて下記 15．に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時

までに振り込むものとする。 

 

14．新株予約権の行使請求受付場所 

当社経営管理部（なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、

当該業務を担当することとなる部署とする。） 

 

15．新株予約権の行使に際する払込取扱場所 

みずほ銀行品川支店（なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承

場所とする。） 

 

16．新株予約権の行使の効力発生時期等 

新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第 282 条の規定に従い当社新株予約

権の目的である株式の株主となる。 

当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業

者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が

取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行う。 

 

17．本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い 

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本新株予約権の要項（以下、「本要項」

という。）要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定及

び本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方

法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。 

 

18．発行要項の公示 

当社は、その本店に本要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧

に供するものとする。 

 

19．新株予約証券を発行する場合の取扱い 

新株予約権証券は発行しない。 

 

20．その他 

本新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。 

 

 


